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御代田町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

 

令和３年４月１日 

御 代 田 町 

御 代 田 町 議 会 

御 代 田 町 教 育 委 員 会 

御 代 田 町 農 業 委 員 会 

御代田町選挙管理委員会 

御 代 田 町 監 査 委 員 

 

御代田町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下

「本計画」という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平

成 27 年法律第 64 号。以下、「女性活躍推進法」という。）第 19 条に基づき、御

代田町長、御代田町議会議長、御代田町教育委員会、御代田町農業委員会、御

代田町選挙管理委員会及び御代田町代表監査委員が策定する特定事業主行動計

画とします。 

 

 

 

 

１．策定の経過と目的 

平成 27 年 8 月に女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発

揮し、活躍できる社会を実現するために「女性活躍推進法」が制定されました。 

この法律では、女性が仕事へのモチベーションを更に高め、家庭生活との両

立を図りながら、生き生きと職業生活を営める職場環境づくりに向けた取り組

みを『特定事業主行動計画』として策定し、実施することとされています。 

当町のすべての職員が、仕事と家庭生活を両立できる職場環境の整備を図る

とともに、働き方改革の実現等により女性職員の活躍を推進することで、柔軟・

効率的に機能する職場づくりや、多様な人が働きやすい魅力ある職場づくりに

つなげるため本計画を策定し、今後の取り組みを進めるものです。 

 

２．計画期間 

 本計画の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月 31 日までの５年間とし

ます。 

なお、社会情勢の変化に対応するため、必要に応じて計画を見直します。 

※女性活躍推進法 …… 平成 28 年度から令和 7 年度までの 10 年間の時限法 

 

Ⅰ 総 論 
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３．対象職員 

この行動計画は、任用の形態にかかわらず、すべての職員を取り組みの対象

とします。ただし、本計画に定める目標（数値目標）については、正職員を対

象とします。 

 

４．女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等 

（１）本計画の総合的かつ継続的な推進を担当する所管課を総務課とし、総務

課は職員にグループウェア等により計画を広く周知するとともに、女性職

員の活躍の推進に関する情報を提供します。 

（２）各課長等は、本計画の趣旨及び内容を十分認識し、所属職員に対して本

計画に掲げる行動計画を促進するとともに、所属職員の仕事と子育ての両

立を図ることができるような職場の雰囲気の醸成に努めます。 

（３）本計画を効果的に推進するために、各課長等はそれぞれの職場における

本計画の実施状況を点検することとします。また、取り組みに対する推進

状況や職員のニーズを踏まえて、その後の対策の実施や計画の見直しを図

ります。 

 

 

 

 

１．長時間勤務に関する事項 

（１）職員の時間外勤務時間の状況 

各月ごとの平均時間外勤務時間については、45 時間を超える月はありま

せん。一方、選挙の実施や台風による災害対応、また、部署ごとの業務繁忙

期に時間外勤務が多くなる傾向があり、一時的に月 45 時間を超える時間外

勤務をした職員がいます。 
 

○職員一人あたりの平均時間外勤務時間（年度別）     （単位：時間） 

 
平成 29 年度 平成 30 年度 

平成 31 年度 

（令和元年度） 

月平均 
年間超勤

時間数 
月平均 

年間超勤

時間数 
月平均 

年間超勤

時間数 

本庁 

勤務職員 
7.8 43.9 8.0 58.4 

10.0 

（8.8） 

68.7 

（56.7） 

本庁外 

勤務職員 
10.3 71.6 10.1 71.1 

9.0 

（8.9） 

75.2 

（74.7） 

全 体 8.8 55.2 8.6 61.5 
9.8 

（8.8） 

70.3 

（61.1） 

※平成 31 年度（令和元年度）の（  ）は 10 月台風災害対応を除いた時間 

Ⅱ 状況把握と課題分析 
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○職員一人あたりの平均時間外勤務時間（令和元年度・各月） 

（単位：時間） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

本庁 

勤務職員 
7.6 8.9 5.5 11.7 6.8 8.8 

本庁外 

勤務職員 
7.4 8.1 8.2 16.0 6.0 11.1 

全 体 7.5 8.7 6.0 13.0 6.6 9.4 

 

 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 年平均 

本庁 

勤務職員 

23.5 

（8.5） 
5.6 9.4 8.3 12.9 11.7 

10.0 

（8.8） 

本庁外 

勤務職員 

7.6 

（6.8） 
20.6 4.8 5.2 7.3 5.3 

9.0 

（8.9） 

全 体 
19.4 

（7.9） 
11.1 7.7 7.4 11.0 9.6 

9.8 

（8.8） 

 

 

○月 45 時間を超える時間外勤務をした職員数         （単位：人） 

 
平成 29 年度 平成 30 年度 

平成 31 年度 

（令和元年度） 

男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 

本庁 

勤務職員 

2 

(48) 

3 

(34) 

5 

(82) 

2 

(51) 

1 

(28) 

4 

(79) 

3 

(46) 

2 

(35) 

5 

(81) 

本庁外 

勤務職員 

0 

(9) 

0 

(23) 

0 

(32) 

0 

(9) 

0 

(20) 

0 

(29) 

0 

(9) 

0 

(20) 

0 

(29) 

合計 
2 

(57) 

3 

(57) 

5 

(114) 

2 

(60) 

1 

(48) 

3 

(108) 

3 

(55) 

2 

(55) 

5 

（110） 

※（  ）は対象人数 
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（２）年次有給休暇の取得状況 

年次有給休暇は、年間平均取得日数を 10 日とすることを取組目標として

いますが、令和元年の年次有給休暇の年間平均取得日数は 8.5 日となり、毎

年概ね同水準で推移しています。 

また、働き方改革に伴う労働基準法の改正により、民間企業においては年

５日の年次有給休暇の取得が義務化されました。当町における令和元年の年

間取得日数５日未満の職員は、全体の 16.7％と職員間での年次有給休暇の

取得状況に差があります。 

 

 

 

 

 

 

２．就業継続及び仕事と家庭の両立 

（１）自己都合による退職者の割合 

自己都合による退職者は、女性職員が男性職員の割合を上回っていますが、

男女間で大きな差はありません。 

年代的には、20 代及び 30 代の職員の自己都合による退職者が多い傾向が

あります。 

○年度別・性別別退職者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 29 年 平成 30 年 

平成 31 年 

（令和元年） 

取得日数 8.3 日 9.1 日 8.5 日 

 取得率  42.1％  44.5％  43.1％ 

 
平成 29 年度 平成 30 年度 

平成 31 年度 

（令和元年度） 

男 性 
3 人 

 
7 人 

 
0 人 

 

 対象人数 78 人 79 人 75 人 

 退職率  3.8％  8.9％  0.0％ 

女 性 
5 人 

 
7 人 

 
2 人 

 

 対象人数 63 人 61 人 64 人 

 退職率  7.9％  11.5％  3.1％ 

合 計 
8 人 

 
14 人 

 
2 人 

 

 対象人数 141 人 140 人 139 人 

 退職率  5.7％  10.0％  1.4％ 
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○年代別・性別別退職者数 

 平成 29 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  平成 30 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  平成 31 年度（令和元年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 

男 性 0 人 2 人 1 人 0 人 0 人 

 対象人数 
 

0 人 
 

20 人 
 

23 人 
 

22 人 
 

13 人 

 退職率 0.0％ 10.0％ 4.3％ 0.0％ 0.0％ 

女 性 0 人 3 人 2 人 0 人 0 人 

 対象人数 
 

2 人 
 

16 人 
 

28 人 
 

12 人 
 

5 人 

 退職率 0.0％ 18.8％ 7.1％ 0.0％ 0.0％ 

合 計 0 人 5 人 3 人 0 人 0 人 

 対象人数 
 

2 人 
 

36 人 
 

51 人 
 

34 人 
 

18 人 

 退職率 0.0％ 13.9％ 5.9％ 0.0％ 0.0％ 

 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 

男 性 0 人 2 人 2 人 1 人 2 人 

 対象人数 
 

0 人 
 

21 人 
 

25 人 
 

22 人 
 

11 人 

 退職率 0.0％ 9.5％ 8.0％ 4.5％ 18.2％ 

女 性 0 人 6 人 1 人 0 人 0 人 

 対象人数 
 

2 人 
 

13 人 
 

28 人 
 

12 人 
 

6 人 

 退職率 0.0％ 46.2％ 3.6％ 0.0％ 0.0％ 

合 計 0 人 8 人 3 人 1 人 2 人 

 対象人数 
 

2 人 
 

34 人 
 

53 人 
 

34 人 
 

17 人 

 退職率 0.0％ 23.5％ 5.7％ 2.9％ 11.8％ 

 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 

男 性 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

 対象人数 
 

0 人 
 

18 人 
 

27 人 
 

18 人 
 

12 人 

 退職率 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

女 性 0 人 1 人 1 人 0 人 0 人 

 対象人数 
 

1 人 
 

11 人 
 

33 人 
 

14 人 
 

5 人 

 退職率 0.0％ 9.1％ 3.0％ 0.0％ 0.0％ 

合 計 0 人 1 人 1 人 0 人 0 人 

 対象人数 
 

1 人 
 

29 人 
 

60 人 
 

32 人 
 

17 人 

 退職率 0.0％ 3.4％ 1.7％ 0.0％ 0.0％ 

※女性職員には、県からの派遣職員を含まない。 
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（２）継続勤続年数の男女の差 

平成 31 年度（令和元年度）における男子職員の平均勤続年数は 15.0 年、

女性職員の平均勤続年数は 11.4 年、男女差は 3.6 年であり、概ね毎年同水

準で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）職員の育児休業取得率及び取得期間の分布状況 

女性職員の育児休業取得率は 100.0％ですが、男性職員の育児休業取得は

０人で、男性と女性の間では大きな差があり、男性の積極的な育児参加が進

んでいない状況です。 

○育児休業取得率 

 
平成 29 年度 平成 30 年度 

平成 31 年度 

（令和元年度） 
令和２年度 

対象者数 8 人 4 人 2 人 3 人 

取得人数 8 人 4 人 2 人 3 人 

取得率 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 29 年度 平成 30 年度 

平成 31 年度 

（令和元年度） 

男 性 14.7 年 14.5 年 15.0 年 

女 性 11.2 年 12.0 年 11.4 年 

全 体 13.2 年 13.4 年 13.4 年 

 男女差  3.5 年  2.5 年  3.6 年 
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○取得開始年度別の育児休業取得期間分布状況 

 
平成 29 年度 平成 30 年度 

平成 31 年度 

（令和元年度） 
令和２年度 

半年以上 

1 年未満 
0 人 0 人 0 人 1 人 

１年以上 

１年半未満 
5 人 0 人 1 人 0 人 

１年半以上 

２年未満 
2 人 4 人 0 人 2 人 

２年以上 

２年半未満 
1 人 0 人 0 人 0 人 

２年半以上 

３年未満 
0 人 0 人 1 人 0 人 

合計 8 人 4 人 2 人 3 人 

  ※平成 31 年度（令和元年度）および令和２年度の取得開始者は、予定期間

も含む。 

 

３．職員採用 

（１）職員採用における女性職員の割合 

職員採用における女性職員の割合は、年度また職種により男女の割合に差

があるものの、全体としては女性職員の割合が 50％を大きく超えています。 

内閣府の令和２年度のデータによると、国家公務員の採用者に占める女性

職員の割合は 36.8％、都道府県の地方公務員採用試験に占める女性職員の

割合は 33.6％で、当町行政職との比較でも４年間平均でこれらを上回って

います。 

職員採用に当たっては、能力に応じた試験選考を実施しており、今後も性

別に偏りなく安定的に有為な人材を採用することが重要となります。 

 

○年度別採用者数 

 

 
平成 29 年度 平成 30 年度 

平成 31 年度 

（令和元年度） 
令和２年度 

男 性 7 人 6 人 3 人 4 人 

女 性 8 人 4 人 11 人 7 人 

合 計 15 人 10 人 14 人 11 人 

 女性割合  53.3％  40.0％  78.6％  63.6％ 
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○職種別採用者数 

 

（２）採用試験の受験者の総数に占める女性の割合 

採用試験の受験者の総数に占める女性の割合は、全体としては毎年度概ね

同水準で推移しています。 

（採用試験実施年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 29 年度 平成 30 年度 

平成 31 年度 

（令和元年度） 
令和２年度 

行

政

職 

男性 6 人 5 人 3 人 4 人 

女性 4 人 3 人 7 人 2 人 

 割合 40.0％ 37.5％ 70.0％ 33.3％ 

保

育

士 

男性 1 人 1 人 0 人 0 人 

女性 4 人 1 人 4 人 5 人 

合 

計 

男性 7 人 6 人 3 人 4 人 

女性 8 人 4 人 11 人 7 人 

 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

平成 31 年度 

（令和元年度） 

男 性 26 人 29 人 24 人 12 人 

女 性 32 人 18 人 30 人 14 人 

合 計 58 人 47 人 54 人 26 人 

 女性割合  55.2％  38.3％  55.6％  53.8％ 



- 9 - 

 

４．配置・育成・評価・登用 

（１）職員に占める女性職員の割合 

職員に占める女性職員の割合は、平成 29年４月１日時点においては 45.1%

でしたが、令和２年４月１日時点においては 46.6％となり、職種により男

女の割合に差があるものの、女性職員の割合は微増を維持しています。 

（各年度４月１日時点） 

 

（２）管理・監督的地位に占める女性職員の割合（令和２年４月１日現在） 

管理・監督職に占める女性職員の割合は、平成 29 年４月１日時点におい

ては 29.2％、令和２年４月１日時点では 30.6％と概ね毎年同水準で推移し

ています。 

○管理・監督的地位に占める女性職員の割合（令和２年４月１日現在） 

男性 女性 合計 女性職員の割合 

34 人 15 人 49 人 30.6％ 

 

○各役職段階にある職員に占める女性職員の割合（各年度４月１日現在） 

 令和２年度 平成 29 年度（※） 

男性 女性 合計 
女性職員

の割合 
女性 全体 

女性職員

の割合 

係 長 14 人 12 人 26 人 46.2％ 11 人 26 人 42.3％ 

課長補佐 7 人 2 人 9 人 22.2％ 1 人 10 人 10.0％ 

課 長 

参 事 
13 人 1 人 14 人 7.1％ 2 人 12 人 16.7％ 

合 計 34 人 15 人 49 人 30.6％ 14 人 48 人 29.2％ 

  ※平成 29 年度の女性職員の課長・参事には、県からの派遣職員を含む。 

 

 

 

 

 

 
平成 29 年度 平成 30 年度 

平成 31 年度 

（令和元年度） 
令和２年度 

男 性 78 人 79 人 75 人 79 人 

女 性 64 人 61 人 64 人 69 人 

合 計 142 人 140 人 139 人 148 人 

 女性割合  45.1％  43.6％  46.0％  46.6％ 
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５．ハラスメントに関する取り組み 

（１）セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況 

令和２年８月に、すべてのハラスメントの防止及び排除により、快適に働

くことのできる職場環境を確保することを目的とする『御代田町職員のハラ

スメント防止等に関する規程』を策定し、９月１日施行しました。 

あわせて、職場において発生しやすい３大ハラスメント（※）を防止する

ため、職員が認識すべき事項やハラスメントに起因する問題が生じた場合に

おける、職員の対応等について示した『御代田町職員ハラスメント防止の指

針』を令和２年10月に策定しました。 

職員一人ひとりが正しい知識と具体的な対策等について、共通の認識を持

って職務に取り組み、人権が尊重される良好な職場環境を確保するためには、

今後も引き続き、ハラスメント防止のための研修等に取り組んでいく必要が

あります。 

 

   ※３大ハラスメント 

① セクシュアル・ハラスメント 

② パワー・ハラスメント 

③ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 

 

 

 

 

１．長時間勤務に関する事項 

（１）職員の時間外勤務時間の縮減 

【目 標】 

課ごとの業務繁忙期においても、時間外勤務時間数は上限時間を月 30 時

間以下とするよう徹底を図ります。 

 

【具体的な取り組み】 

① ノー残業デーに併せて、始業時及び終業時の呼びかけ等を行い、一斉定

時退庁日の徹底を図ります。 

② 繁忙期や特殊要因により一時的に業務が一部に集中する場合、課内で臨

時的に応援ができる仕組みについて検討します。 

③ 総務課において時間外勤務が特に多い職員の状況を把握するとともに、

各課長等は時間外勤務が特に多い職員へヒアリングを行い、職員の勤務

時間の適正管理を徹底します。 

 

 

Ⅲ 目標及び目標を達成するための取り組み 
 



- 11 - 

 

（２）年次有給休暇の取得促進 

【目 標】 

年次有給休暇の年間平均取得日数が 10 日以上となるよう徹底を図ります。 

 

【具体的な取り組み】 

① 職員が年間の年次有給休暇取得日数を設定し、確実に実行できるように

します。 

② 各課等において、事業の年間計画を作成し、その計画を職員間で共有す

るとともに、互いに十分なコミュニケーションを図り、協力し合いなが

ら計画的に年次休暇を取得できるよう取り組みます。 

③ 週休日や休日と年次有給休暇を組み合わせるなどして、連続した休暇の

取得促進を推奨します。 

④ 各課長等は、所属職員の年次有給休暇取得状況について適切に把握する

とともに、年次有給休暇の取得日数が少ない職員に対して年次有給休暇

の取得を促すことにより、すべての職員が数値目標を達成できるよう取

り組みます。 

 

２．就業継続及び仕事と家庭の両立 

（１）早期退職者を減らす取り組み 

女性職員の出産・子育てによる退職はありませんが、20 代から 30 代の早

期退職者が多い傾向にあるため、それらの早期退職者を減らす取り組みを進

めます。 

なお、育児休業等を取得する女性職員に対しても、引き続き、育児休業等

からの円滑な復帰に資する必要な支援を行います。 

 

【具体的な取り組み】 

① 「ストレスチェック」により職員のストレス程度を把握することに努め、

職員がメンタル不調にならないよう未然防止に努めます。 

② 各課長等は、職員一人ひとりの個性や能力に応じた指導を行い、職員が

主体的に職務に取り組むことができるよう支援するとともに、意欲的か

つ計画的・効率的に働く職員となる育成をします。 

③ 各課長等は、日頃から職員とのコミュニケーションを図り、所属職員の

メンタルヘルス対策等の健康管理に努めます。 

 

（２）男性職員の育児休業取得の促進 

【目 標】 

令和５年度までに、育児休業を取得する男性職員を 1 人以上となるよう努

めます。 
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【具体的な取り組み】 

男性職員の育児に関連する休暇の制度について職員に周知し、取得するこ

との家庭内におけるメリットを伝えるとともに、取得を希望する男性職員が、

安心して制度を利用できるよう職場内環境の整備に努めます。 

 

３．職員採用 

【具体的な取り組み】 

① 男女問わず、公務に期待される能力を有する優秀な人材を幅広く採用で

きるよう、採用試験受験者の拡大に向け、職務、職場及び職員の魅力を

伝えるための広報活動に努めます。 

② 性別に偏りなく、各人の能力や適性に応じた業務への配慮に努めること

により、多様な職務経験を付与し、女性や若手職員の能力開発を行い、

組織の活性化を図ります。 

 

４．配置・育成・評価・登用 

【目 標】 

令和５年度までに、管理・監督的地位にあたる職員に占める女性職員の割

合を２％引き上げ、32％以上となる取り組みを進めます。 

 

【具体的な取り組み】 

① 女性職員が比較的少ない職場にも積極的に女性職員を配置することによ

り、性別を理由とする担当業務の固定化を防ぎ、女性が活躍することが

できる職場の拡大を図ります。 

② 早期に多種多様な業務を経験することにより、幅広い知識を身に付け、

自身で業務を主体的に捉えることができる職場配置を推進します。 

③ 課長・課長補佐・係長の各役職段階における人材確保を念頭に、女性職

員を対象としたリーダー研修や管理職養成研修へ積極的に派遣し、幹部

候補の育成に努めます。 

④ 意欲と能力のある女性職員の適切なポスト配置を推進します。 

 

５．ハラスメントに関する取り組み 

【具体的な取り組み】 

① すべての職員がハラスメントを行わない、許さないという共通認識を持

ち、ハラスメントの防止を図るため、制度と指針を周知し徹底を図りま

す。 

② 周知に加えて、ハラスメントに関する基本的な考え方や意識の定着、そ

の対処に関する正しい知識を持てるよう、実施方法を工夫した研修を実

施します。 
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③ 各課長等は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保

するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排

除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、

職場全体の問題と捉え、必要な措置を迅速かつ適切に対応することとし

ます。 


